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令和３年３月８日  

 

各都道府県教育委員会情報教育担当課 

 各指定都市教育委員会情報教育担当課 

  各 都 道 府 県 私 立 学 校 事 務 主 管 課 

  附 属 学 校 を 置 く 各 国 立 大 学 法 人 附 属 

 学 校 事 務 主 管 課   御中 

 附 属 学 校 を 置 く 各 公 立 大 学 法 人 附 属 

 学 校 事 務 主 管 課 

  構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 １ ２ 条 第 １ 項 の 認 定 を 受 け た 

 各 地 方 公 共 団 体 株 式 会 社 立 学 校 事 務 主 管 課 

                   

 

文部科学省初等中等教育局情報教育・外国語教育課  

 

 

小学校プログラミング教育における民間企業による指導案等の提供について（周知） 

 

 平素より、教育の情報化の推進に御理解・御協力いただきありがとうございます。 

 未来の学びコンソーシアムにおいて実施していた「みらプロ」（企業と連携し、「プロ

グラミングが社会でどう活用されているか」に焦点を当てた総合的な学習の時間における

指導案等の提供を行う取組）について、来年度においては、昨年末の未来の学びコンソー

シアムの終了に伴い「みらプロ」協力企業のうち一部企業が独自で同様の取組を実施する

こととなりましたのでお知らせします。 

 各社の取組内容については、「小学校を中心としたプログラミング教育ポータル」

（https://miraino-manabi.jp/content/518）において情報提供していますので、小学校プ

ログラミング教育を実施する際に、活用も御検討ください。 

 このことについては、都道府県教育委員会においては、域内の市町村教育委員会及び所管

の小学校等に対し、指定都市教育委員会においては、所管の小学校等に対し、都道府県私立

学校事務主管課においては、所轄の私立小学校等に対し、附属学校を置く国公立大学法人に

おいては、所管の附属小学校等に対し、構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第

12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の株式会社立学校事務主管課においては、所管

の学校設置会社の設置する小学校に対し、十分周知するようお願いします。 
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